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定額給付金・子育て応援特別手当 

  　
家
計
へ
の
緊
急
生
活
支
援
と
景
気

対
策
の
た
め
、
定
額
給
付
金
給
付
事

業
を
実
施
し
ま
す
。
 

　
３
月
中
に
定
額
給
付
金
交
付
申
請

書
を
各
家
庭
に
郵
送
し
ま
す
。
お
手

元
に
申
請
書
が
届
き
ま
し
た
ら
、
世

帯
主
の
口
座
番
号
な
ど
必
要
事
項
を

ご
記
入
い
た
だ
き
、
預
金
通
帳
の
写

し
、
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
（
運

転
免
許
証
の
コ
ピ
ー
な
ど
）
を
添
付

し
て
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
市
役

所
総
務
課
ま
で
ご
返
送
い
た
だ
く
か
、

各
庁
舎
の
窓
口
セ
ン
タ
ー
へ
ご
提
出

く
だ
さ
い
。
 

給
付
対
象
者
 

　
平
成
２１
年
２
月
１
日
に
お
い
て
、

次
の
①
ま
た
は
②
の
要
件
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方
 

①
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い

　
る
方
 

②
外
国
人
登
録
原
票
に
登
録
さ
れ
て

　
い
る
方
（
永
住
外
国
人
お
よ
び
在

　
留
資
格
を
有
し
て
在
留
す
る
方（
短

　
期
滞
在
の
方
を
除
く
））
 

受
給
権
者
 

◇
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い

　
る
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の
方
の
属

　
す
る
世
帯
の
世
帯
主
 

◇
外
国
人
登
録
原
票
に
登
録
さ
れ
て

　
い
る
方
の
う
ち
給
付
対
象
者
の
要

　
件
に
該
当
す
る
方
に
つ
い
て
は
、

　
そ
の
方
 

給
付
額
 

給
付
対
象
者
１
人
に
つ
き
 

　
　
　
　
　
　
　
１
万
２
０
０
０
円
 

※
た
だ
し
、
平
成
２１
年
２
月
１
日
に

　
お
い
て
６５
歳
以
上
の
方
お
よ
び
１８

　
歳
以
下
の
方
に
つ
い
て
は
２
万
円
 

 問
い
合
わ
せ
 

　
総
務
部
総
務
課（
社
庁
舎
）
 

　
1
４
３
・
０
４
１
２
 

 

  　
平
成
２０
年
度
の
緊
急
措
置
と
し
て
、

幼
児
教
育
期
（
小
学
校
就
学
前
３
年

間
）
の
第
２
子
以
降
の
子
１
人
に
つ

き
、
３
万
６
０
０
０
円
を
支
給
す
る

子
育
て
応
援
特
別
手
当
事
業
を
実
施

し
ま
す
。
 

　
３
月
中
に
、
子
育
て
応
援
特
別
手

当
の
対
象
と
な
る
世
帯
主
に
申
請
書

を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を

ご
記
入
い
た
だ
き
添
付
書
類
と
あ
わ

せ
て
申
請
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
 

支
給
対
象
と
な
る
子
 

　
３
歳
以
上
１８
歳
以
下
の
子
（
平
成

２
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
１７
年
４
月

１
日
生
ま
れ
ま
で
の
子
）
が
２
人
以

上
い
る
世
帯
に
お
い
て
、
小
学
校
就

学
前
３
年
間
（
平
成
１４
年
４
月
２
日

か
ら
平
成
１７
年
４
月
１
日
生
ま
れ
ま

で
の
子
）
に
あ
る
第
２
子
以
降
の
子

で
、
次
の
①
ま
た
は
②
の
要
件
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
子
 

①
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い

　
る
子
 

②
外
国
人
登
録
原
票
に
登
録
さ
れ
て

　
い
る
子
（
永
住
外
国
人
お
よ
び
在

　
留
資
格
を
有
し
て
在
留
す
る
子（
短

　
期
滞
在
の
子
を
除
く
））
 

支
給
対
象
者
 

　
平
成
２１
年
２
月
１
日
に
お
い
て
、

支
給
対
象
と
な
る
子
の
属
す
る
世
帯

の
世
帯
主
で
、
住
民
基
本
台
帳
に
記

録
ま
た
は
加
東
市
の
外
国
人
登
録
原

票
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方
（
永
住
外

国
人
お
よ
び
在
留
資
格
を
有
し
て
在

留
す
る
方（
短
期
滞
在
の
方
を
除
く
）） 

支
給
額
 

支
給
対
象
児
童
１
人
に
つ
き
 

　
　
　
　
　
　
　
３
万
６
０
０
０
円
 

 問
い
合
わ
せ
 

　
福
祉
部
子
育
て
支
援
課
 

　
　
　
　
　
　
　
　
（
社
庁
舎
）
 

　
1
４
３
・
０
４
０
８
 

 

定
額
給
付
金
・
子
育
て
応
援
特
別
手
当
の
交
付
申
請
の
受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す
 

〜
3
月
中
に
申
請
書
類
・
詳
し
い
お
知
ら
せ
を
郵
送
し
ま
す
〜
 

定
額
給
付
金
 

子
育
て
応
援
特
別
手
当
 

定額給付金の申請・給付の流れ

3
月
中
に
加
東
市
か
ら
世
帯
主
に
申
請
書
を
郵
送
 

郵送で給付を申請 口
　
座
　
振
　
込
 

窓
口
で
給
付
を
申
請
 

窓
口
で
現
金
給
付
 

※同封の返信用封筒で 
　返送してください。 

窓口で給付を申請 
※各庁舎窓口センター 
　にご持参ください。 

■事情により、振込が困難な 
　場合は、窓口で現金給付を 
　受けることができます。 

※総務課または各庁舎 
　窓口センターでご相 
　談ください。 

※口座振込に 
　よる給付を 
　先に処理し 
　ます。 

※現金給付は 
　口座振込よ 
　り遅い時期 
　になります。 

給
付
は
原
則
と
し
て
口
座
 

振
込
に
よ
り
行
い
ま
す
。 

子育て応援特別手当の支給対象となる子のモデルケース

■Ａさん世帯（世帯の子ども4人） 

世帯主 

36,000×2＝72,000円を世帯主に支給 

世帯の子ども４人

手当の対象となる子ども＝２人

H2.4.2～H17.4.1 
生まれの子ども 

 H14.4.2～H17.4.1 
生まれの子ども 

 
7歳

5歳 3歳 1歳

1人目 2人目 3人目 4人目

■Ｂさん世帯（世帯の子ども3人） 

世帯主 

36,000×1＝36,000円を世帯主に支給 

世帯の子ども3人

手当の対象となる子ども＝1人

H2.4.2～H17.4.1生まれの子ども 

H14.4.2～H17.4.1生まれの子ども 

5歳 3歳
1歳

1人目 2人目
3人目

長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）
 

平
成
２１
年
度
の
保
険
料
軽
減
措
置
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ
 

　
こ
の
た
び
、
長
寿
医
療
制
度
の
円

滑
な
運
営
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
平
成
２１
年
度
の
保
険
料
軽
減
措
置

が
決
ま
り
ま
し
た
の
で
、
具
体
的
な

内
容
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
 

　
な
お
、
長
寿
医
療
制
度
の
保
険
料

の
計
算
方
法
は
、
加
入
者
一
人
ひ
と

り
に
か
か
る
「
均
等
割
額
（
４
万
３

９
２
４
円
）」
と
、
前
年
の
所
得
に

応
じ
た
「
所
得
割
額
（
所
得
割
率
８
 

・
０
７
％
）」
の
合
計
額
と
な
り
ま

す
。
均
等
割
額
と
所
得
割
率
は
２
年

ご
と
に
改
定
さ
れ
ま
す
の
で
、
平
成

２１
年
度
は
平
成
２０
年
度
と
変
わ
り
ま

せ
ん
。
 

　
平
成
２０
年
中
の
所
得
に
よ
り
計
算

し
た
平
成
２１
年
度
保
険
料
額
は
、
７

月
中
旬
頃
に
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で

す
。
 

 軽
減
①
 

【
所
得
の
低
い
方
の
軽
減
】
 

◆
均
等
割
 

　
同
一
世
帯
内
の
長
寿
医
療
制
度
の

被
保
険
者
お
よ
び
世
帯
主
の
総
所
得

金
額
等
の
合
計
額
が
、
表
の
基
準
額

以
下
の
場
合
、
均
等
割
額
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。
 

　
こ
の
う
ち
、
均
等
割
額
が
７
割
軽

減
さ
れ
る
世
帯
（
基
準
額
が
３３
万
円

以
下
）
の
方
は
、
平
成
２０
年
度
は
経

過
的
措
置
と
し
て
一
律
８
・
５
割
軽

減
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
平
成
２１
年
度

以
降
は
、
長
寿
医
療
制
度
の
被
保
険

者
全
員
が
年
金
収
入
８０
万
円
以
下（
そ

の
他
各
種
所
得
が
な
い
）
の
場
合
、

９
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。
 

 ◆
所
得
割
 

　
所
得
割
を
負
担
す
る
方
の
う
ち
、

所
得
割
額
の
算
定
対
象
所
得
（
総
所

得
金
額
な
ど
か
ら
３３
万
円
を
引
い
た

額
）
が
５８
万
円
（
年
金
収
入
の
み
の

場
合
、
２
１
１
万
円
）
以
下
の
方
は
、

平
成
２０
年
度
と
同
様
に
、
平
成
２１
年

度
以
降
も
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。
 

 軽
減
②
 

【
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
の
軽
減
】
 

　
制
度
に
加
入
す
る
前
日
に
、
会
社

の
健
康
保
険
な
ど
の
被
用
者
保
険

（
国
民
健
康
保
険
や
国
民
健
康
保
険

組
合
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
）
の
被

扶
養
者
だ
っ
た
方
は
、
制
度
加
入
時

か
ら
２
年
間
に
限
り
、
所
得
割
は
か

か
ら
ず
、
均
等
割
額
が
５
割
軽
減
さ

れ
ま
す
。
 

　
平
成
２０
年
度
は
特
例
と
し
て
、
９

月
ま
で
は
保
険
料
の
負
担
が
な
く
、

１０
月
か
ら
２１
年
３
月
ま
で
は
均
等
割

額
が
９
割
軽
減
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

平
成
２１
年
度
も
１
年
間
、
均
等
割
額

の
９
割
軽
減
が
継
続
さ
れ
ま
す
。
 

問
い
合
わ
せ
 

　
市
民
生
活
部
保
険
・
医
療
課
 

　
　
　
　
　
　
（
滝
野
庁
舎
）
 

　
1
４
８
・
３
０
０
４
 

 

長寿医療制度の 
保険料は 
平成21年度も 
均等割額 
　43,924円と 
所得割額 
　所得の8.07％で 
変更ありません。 
 

■所得の低い方の均等割の軽減割合

■被扶養者だった方の軽減割合

基準額
軽減割合

平成20年度 平成21年度

総所得金額が33万円以下の方 7割軽減が一律8.5割 
に軽減されています。 

基本は7割軽減で、被保険者 
全員が年金収入80万円以下 
（その他各種所得がない）の 
場合、9割軽減されます。 

※総所得金額とは、同一世帯内の長
　寿医療制度の被保険者および世帯
　主の所得の合計額です。

※5割軽減、2割軽減については、基準額、軽減割合とも変更ありません。
※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、
　軽減を判定します。

所得割額

均等割額

平成20年度 平成21年度

負担なし 負担なし

負担なし
9割軽減

2,196円
（年額）

9割軽減

4,392円
（年額）

平成20年4月 平成20年10月 平成21年4月 平成22年4月

･･･実際の保険料負担部分


